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東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン） 
 

平成２３年５月１６日 
環 境 省 

 
１．はじめに 
・東日本大震災に係る災害廃棄物について、国ではこれまで、「東北地方太

平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針」、「損壊家屋等の

処理の進め方指針（骨子案）」の他、各種通知等を発出するとともに、岩

手県、宮城県、福島県に対し、県、市町村、国、関係業界等が参加する

災害廃棄物の処理に関する協議会の設置を促してきたところ。 
・こうした中で、災害廃棄物の仮置場への搬入が進みつつあり、これから

は、収集された廃棄物の焼却、再生利用、最終処分等の本格化に向けた

取組が求められている。そこで本指針は、災害廃棄物の適正かつ効率的

な処理を進めるため、主に仮置場に搬入された後の処理に焦点を当てて、

処理推進体制、財政措置、処理方法、スケジュール等についてとりまと

めたものである。 
・今後、本処理指針を基本としつつ、地域の実情を踏まえて被災各県が具

体的処理方法を定めた災害廃棄物処理の実行計画を作成し、災害廃棄物

の適正かつ効率的な処理の推進を図っていくことが期待される。 
 
２．処理推進体制 

・国、県、市町村は原則として下記の役割を担い、連携しながら災害廃棄

物の適正かつ効率的な処理を図る。 
 国 ：市町村又は地方自治法に基づき事務委託を受けた県（以下「県・

市町村」という。）による災害廃棄物の処理が適正かつ効率的に

行われるよう、処理指針（マスタープラン）の作成の他、財政

措置、専門家の派遣、広域かつ効率的な処理に向け、県外の自

治体や民間事業者の処理施設に係る情報提供等の支援を実施。 
 県 ：仮置場の設置や災害廃棄物の処理について、災害廃棄物の処理

に関する協議会等を通じ、市町村等との総合調整を行い、具体

的処理方法を定めた災害廃棄物処理の実行計画を作成。実行計

画の作成に当たっては、処理方法等に関して広くアイデア・プ

ロポーザルを募る。地方自治法に基づき、被災した市町村から

事務委託を受けた場合は、市町村に代わり県が処理を実施。 
市町村：県が作成した災害廃棄物処理の実行計画を踏まえ、災害廃棄物

の処理を実施。 
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３．処理に関する財政措置 
（１）財政措置 

東日本大震災の甚大かつ広範囲に及ぶ被害に鑑み、国は、県・市町村

が実施する災害廃棄物の処理について、特例として災害救助法の負担率

を勘案した国庫補助率の嵩上げを実施。また地方負担分については、災

害廃棄物処理事業費が多額に及ぶ市町村について、その全額を災害対策

債により対処し、その元利償還金の 100％を交付税措置。 
（２）効率的執行の確保 

県・市町村は、災害廃棄物の処理のための予算執行に当たって、下記

の点を踏まえその効率性を確保する。 
・処理の実行計画の策定や進捗管理等に、廃棄物の処理方法や処理技

術等に関する専門家が関与することにより、効率的な処理の実施を

確保。 
・可能な限り地元雇用を考慮した処理とすることを基本としつつ、ス

ピ－ド及び効率性の観点を踏まえて発注。（競争性を確保した契約方

式の採用） 
・市販の物価に関する資料等を踏まえ、震災前の相場等を参考にした

適正な予定価格の設定。 
・効率性の確保のためにも、近隣自治体と共同処理体制を構築するこ

とにより、広域処理を推進。 
また、国は県外の自治体や民間事業者の処理施設に係る受入れと被災

自治体の需要をマッチングさせることにより、広域処理の推進を支援す

る。 
 
４．処理方法 
（１）処理の考え方 

・発生現場において危険物、資源物を分けて集めるなど可能な限り粗

分別を行った後に仮置場等へ搬入し、混合状態の廃棄物の量を少な

くする。また、仮置場等において混合状態の廃棄物を、重機や破砕・

選別設備等で可燃物、不燃物、資源物、危険物等に分別し、それぞ

れの特性に応じた適切な処理を行うことにより、総処理コストの低

減、最終処分量の削減等に資することが重要。 
・別添１に示すような処理を基本とし、再生利用が可能なものは、極

力再生利用する。 
・再生利用を促進するため、再生利用が可能な廃棄物の種類や発生量

等を把握することが必要。 
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・コンクリートくずについては、復興の資材等として被災地で活用。

木くずについては、広域での活用も検討。これらの廃棄物について

は、再生利用の需要量（受け入れ可能量）等を踏まえた、時間をか

けた処理の検討も必要。 
・リサイクルルートが確立している自動車やテレビ、冷蔵庫、エアコ

ン、洗濯機等については、分別ができ、技術的に可能な限りリサイ

クルを実施。 
・仮置場や運搬車両の選定、収集運搬に関する計画の策定等において、

交通渋滞が発生しないよう配慮。 
（２）広域処理の必要性 

・東日本大震災は膨大な量の災害廃棄物が発生しているが、被災地で

は処理能力が不足していることから、被災地以外の施設を活用した

広域処理も必要。 
・広域処理は費用効率的となる場合があり、処理の選択肢を多くする

観点から、促進を図ることが必要。 
・国は、県外の自治体や民間事業者の処理施設に係る情報提供等を実

施。県・市町村は、これを踏まえ広域処理を推進。 
・焼却炉等の整備に当たっては、近隣自治体との共同処理体制の構築

を検討。 
（３）種類別処理方法 

①可燃物 
・仮置場での火災防止や衛生管理を徹底する。 
・破砕後、できるだけセメント焼成や廃棄物発電等の有効利用を行う。 

②木くず 
・木くずについては、木質ボードやボイラー燃料、発電等への利用が

期待される。 
・一方、受入側との間で、受入が可能である木くずの形状や塩分など

不純物等に関する条件について事前に調整を行うことが必要。（利用

用途を決めないまま木くずを全てチップにすると、引取り業者の確

保が困難となる） 
・降雤により塩分を除去しつつ、需要に応じて利用していくことも一

案。その際、腐敗や火災防止の観点から、木くずを木材チップに加

工しない状態としておくことが必要。 
・県外の受け入れ先に船舶や鉄道等で運び、受け入れ先において保管

しつつ、塩分除去、不純物除去を行うことも一案。 
・目視等によりＣＣＡ（クロム・銅・砒素系）処理木材と判断される

ものは、廃棄物処理施設にて焼却処理を行う。 
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③不燃物 
・可燃物や金属くずと一体となったものは、トロンメル（円筒形の回

転式ふるい）や振動ふるい、浮沈分離、磁選等により、可燃物や金

属くずを取り除いた上で、埋立を行う。 
④金属くず 

・再生利用を基本とし、再生利用を容易にするため、受け入れ先で想

定する利用用途に応じ可能な範囲で、鉄と鉄以外のもの（銅など）

を区別する。 
⑤コンクリートくず 

・コンクリートくずについては、最終処分量の削減のためにも、復興

資材等として被災地で活用することが有効。 
・再生利用の用途を考慮し、アスファルト、コンクリート、石材等に

分別することが適当。 
・受入側との間で、受入が可能であるコンクリートくずの形状や付着

物等に関する条件について事前に調整を行い、必要な破砕や粒度調

整等を行うことが必要。（利用形態を決めないまま破砕や粒度調整等

を行うと、引取り業者の確保が困難となる） 
・資材としての利用を進めるため、環境部局と土木部局間の連携や民

間の知見の活用が必要。 
⑥家電、自動車 

・家電リサイクル法対象品目（テレビ、エアコン、洗濯機・乾燥機、

冷蔵庫）については、可能な範囲で分別し、破損や腐食の程度を勘

案し、リサイクルが可能（有用な資源の回収が見込める）なものは、

家電リサイクル法に基づきリサイクルを行う。 
・自動車については、自動車リサイクル法に基づき引取業者に引き渡

し、リサイクルを行う。 
⑦船舶 

・燃料やバッテリー等を取り除いた上で破砕し、破砕後の金属くずは

再生利用する。廃プラスチックや木くずは焼却し、できるだけ廃棄

物発電等の有効利用を行う。 
・石綿が使用されている部品等については、石綿含有廃棄物等として

の処理を行う。 
⑧危険物、ＰＣＢ廃棄物、石綿含有廃棄物等 

・他の廃棄物と区別し、危険物又は特別管理廃棄物としての取扱を行

い、各々の性状に応じた処分を行う。 
⑨津波堆積物 

性状に応じて以下の処理を検討する。 
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・重金属等有害物質を含むもの、腐敗性のある可燃物、油分を含むも

の 
 セメント原料としての利用、焼却又は最終処分場への埋立 
・上記以外（水底土砂と同程度の性状のもの） 
 トロンメル（円筒形の回転式ふるい）、振動ふるい等で異物を除去し

た後、地盤沈下した場所の埋め戻し材としての利用、土木資材化又

は海洋投入※ 
※当該津波堆積物が海洋投入処分が認められている水底土砂と同様に、

陸上処分ができず、かつ、一定の判断基準を満たし、海洋環境への

著しい影響を及ぼさない場合については、海洋汚染防止法に基づき、

環境大臣の許可を得て海洋投入を実施できる。 
⑩火災が発生した場所にある廃棄物 

・火災が発生した場所において、灰と金属くずやコンクリートくずを

分けて集めることが適当。 
・灰や灰と混合した状態の津波堆積物等については、ダイオキシン類

の濃度を踏まえ、溶融処理や最終処分場への埋立等を行う。 
 
５．スケジュール 

地域特性や処理の効率性を踏まえ、災害廃棄物の種類毎に、原則として

以下の期間内を目途に、別添２に基づき処理を進める。仮置場のスペース

による搬入量の制約や交通渋滞の発生のおそれ等がある場合は、地域の実

情に応じ、各自治体で適切に定めること。 
（１）仮置場への移動 

生活環境に支障が生じうる災害廃棄物（例えば、現在住民が生活を営

んでいる場所の近傍にある災害廃棄物）：平成２３年８月末までを目途

に仮置場へ概ね移動 
その他：平成２４年３月末までを目途 

（２）中間処理・最終処分 
腐敗性等がある廃棄物：速やかに処分 
木くず、コンクリートくずで再生利用を予定しているもの：劣化、腐

敗等が生じない期間で再生利用の需要を踏まえつつ適切な期間を設定 
その他：平成２６年３月末までを目途 



Ｅ．コンクリートくず

Ｇ．家電、自動車

粗
選
別
処
理

破砕

焼却・発電Ａ．可燃物

Ｄ．金属くず

Ｂ．木くず

Ｃ．不燃物

Ｈ．船舶

破砕Ａ．可燃物

Ｄ．金属くず

Ｂ．木くず

Ｃ．不燃物

Ｅ．コンクリートくず

内陸部

再生利用

最終処分

再生利用

破砕

建設資材

最終処分

破砕

破砕

廃プラスチック、木くず 焼却、最終処分

Ｉ．危険物、ＰＣＢ廃
棄物、石綿含有廃
棄物等

危険物、特別管理廃棄物としての取扱 専門業者による処理

Ｆ．混合物
トロンメル

振 動

振るい

Ｊ．津波堆積物

脱塩沿岸部

有機物、有害物質等を
含むもの

土砂（有機物、有害物
質等を含まないもの）

主に県内 広域処理

分別不可

分別可能

リサイクル不可

リサイクル法に基づくリサイクル可能 リサイクル

破砕

機械選別

磁選

浮沈分離

金属くず

可燃物

不燃物

焼却、最終処分

土木資材化・海洋投入

セメント焼成

セメント原料化（焼成）

粒度調整

金属くず 再生利用

仮置場（別添１）
災害廃棄物の処理ルート

発
生
現
場
粗
分
別

最終処分

※出来る限り建設資材
として利用することが望
ましい。

※破砕前に、燃料やバッテリー等を
取り除く

トロンメル

振動振るい
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３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 23年度 24年度 25年度
26年度
以降

１．避難施設・居住地の近傍の廃棄物
　　（生活環境に支障が生じる廃棄物）等
　　の処理

２．上記以外の廃棄物の処理

３．地域の実情に応じた処理体制の整備

４．処理の推進に向けた支援

災害廃棄物の処理に向けたスケジュール

仮置場の確保

収集

中間処理

最終処分

仮置場の確保

収集

中間処理

最終処分

協議会の設置・運営

国、研究所等による支援

（財政的支援、損壊家屋等の撤去等に関する指針、

損壊家屋等の処理の進め方指針（骨子案）、各種事務連絡等）

廃棄物量調査

木くず、コンクリートくずの再生利用 劣化、腐敗等が生じない期間で再生利用の

需要を踏まえつつ適切な期間を設定

木くず、コンクリートくずの再生利用 劣化、腐敗等が生じない期間で再生利用の

需要を踏まえつつ適切な期間を設定

（別添２）

マスタープラン

策定

処理実行計画

策定

進捗管理
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マスタープラン付属資料 

 

付属資料１：東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針 

付属資料２：損壊家屋等の処理の進め方指針（骨子案） 

付属資料３：東日本大震災発生後に発出された通知・事務連絡等（目次） 



東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針 

 
 

標記は、人の捜索・救出、御遺体の捜索・搬出その他防疫・防火対策の必要性、社会生活

の回復等のため、緊急に対処する必要性があるので、その処置についての指針を示すもので

ある。 
 
１．作業のための私有地立入りについて 

  作業を行うための私有地への一時的な立入りについては、その所有者等に連絡し、又は

その承諾を得なくても差し支えない。ただし、可能な限り所有者等の承諾を得、あるいは

作業に立ち会っていただくことが望ましいことから、作業の対象地域・日程等の計画を事

前に周知することが望ましい。 
 
２．損壊家屋等の撤去について 

（１）建物について 

○ 倒壊してがれき状態になっているものについては、所有者等に連絡し、又はその承諾

を得ることなく撤去して差し支えない。 
 ○ 本来の敷地から流出した建物についても、同様とする。 

○ 敷地内にある建物については、一定の原形をとどめている場合には、所有者等の意向

を確認するのが基本であるが、所有者等に連絡が取れない場合や、倒壊等の危険がある

場合には、土地家屋調査士等の専門家に判断を求め、建物の価値がないと認められたも

のについては、解体・撤去して差し支えない。その場合には、現状を写真等で記録して

おくことが望ましい。 
 ○ 建物内の動産の扱いについては、後記（４）による。 
 
（２）自動車について 

 ○ 外形上から判断して、その効用をなさない状態にあると認められるものは撤去し、仮

置場等に移動させて差し支えない。その上で、所有者等が判明する場合には、所有者等

に連絡するよう努め、所有者等が引渡しを求める場合は、引き渡す。それ以外の場合は、

自動車リサイクル法に従って使用済自動車として処理を行う。 
 ○ 上記以外の自動車については、仮置場等に移動させた後、所有者等に連絡するよう努

め、所有者等が引渡しを求める場合は、引き渡す。それ以外の場合の扱いについては、

追って指針を示す。 
 ○ 上記いずれの場合においても、移動及び処理を行う前に写真等で記録しておくことが

望ましい。 
 ○ 原動機付自転車についても、自動車に準じて処理する。 
 ○ 自動車内の動産の扱いは後記（４）による。 
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（３）船舶 

 ○ 外形上から判断して、その効用をなさない状態にあると認められるものは撤去し、仮

置場等に移動させて差し支えない。その上で、所有者等が判明する場合には、所有者等

に連絡するよう努め、所有者等が引渡しを求める場合は、引き渡す。それ以外の場合は、

廃棄する。 
 ○ 上記以外の船舶については、仮置場等に移動させた後、所有者等に連絡するよう努め、

所有者等が引渡しを求める場合は、引き渡す。それ以外の場合の扱いについては、追っ

て指針を示す。 
 ○ 移動が困難な船舶については、個別に所有者等と協議して対応する。 

○ 上記いずれの場合においても、移動及び処理を行う前に、写真等で記録しておくこと

が望ましい。 
 ○ 船舶内の動産の扱いは後記（４）による。 
 
（４）動産（自動車及び船舶を除く。） 

 ○ 貴金属その他の有価物及び金庫等については、一時保管し、所有者等が判明する場合

には所有者等に連絡するよう努め、所有者等が引渡しを求める場合は、引き渡す。引き

渡すべき所有者等が明らかでない場合には、遺失物法により処理する。 
 ○ 位牌、アルバム等、所有者等の個人にとって価値があると認められるものについては、

作業の過程において発見され、容易に回収することができる場合は、一律に廃棄せず、

別途保管し、所有者等に引き渡す機会を設けることが望ましい。 
○ 上記以外の物については、撤去し、廃棄して差し支えない。 
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東日本大震災発生後に発出された通知・事務連絡等 2011/5/16

日付 題名 概要

1 3月11日
災害時の浄化槽被害等対策マ
ニュアルの活用について

災害後の段階に応じて、参考となるような災害応急対策や災害復
旧・復興に係る資料の収録

2 3月18日
東北地方太平洋沖地震に伴う電
気自動車・ハイブリッド自動車
等の取り扱いについて

車両の被災地からの収集運搬、解体作業に際しては、作業者の
方々への安全性確保の観点から、絶縁防具や保護具（マスク、保
護メガネ、ゴム手袋等）を着用し、高電圧線を遮断した上で作業
を徹底していただくよう周知依頼

3 3月19日
廃石綿やＰＣＢ廃棄物が混入し
た災害廃棄物について

廃石綿やPCB廃棄物が混入した災害廃棄物が、災害により倒壊処
理方法について取り纏めたもの

4 3月20日
被災した家電リサイクル法対象
品目の処理について

被災した家電リサイクル法対象品目の処理について「おり取り纏
めたもの

5 3月23日
被災した家電リサイクル法対象
品目の処理について（追加）

前回の事務連絡の趣旨をより明確化するための修正を加えたもの

6 3月24日
東北地方太平洋沖地震による災
害復旧における境界標識等の保
存について

倒壊・減失した建物の敷地の整理を行う場合には、土地に境界
石、コンクリート杭、金属鋲などが埋設されていないかどうか注
意するよう依頼

7 3月24日
動植物性残さ等の産業廃棄物の
保管等の取扱いについて

動植物性残さ等産業廃棄物の処理の滞留により生活環境保全上の
支障が生じることがないよう、当該産業廃棄物の保管等の取扱い
について取り纏めたもの

8 3月25日
東北地方太平洋沖地震における
損壊家屋等の撤去等に関する指
針について

損壊家屋等の撤去等を行うに当たり参考とする指針（建物、自動
車、船舶及び動産（自動車及び船舶を除く。）

9 3月28日
東北地方太平洋沖地震により被
災した自動車の処理について

災害廃棄物の中には、被災した自動車が多数発生していることか
ら、その処理について取り纏めたもの

10 3月28日
津波により被災した地域におけ
るトランス等のＰＣＢ廃棄物保
管状況等の確認について

対応可能な範囲において、PCB特措法に基づく届出情報等を基
に、津波被災地域を中心にトランス等のPCB廃棄物に係る保管状
況等をご確認いただきますよう協力依頼

11 3月28日
津波被災地域における災害廃棄
物中のトランス等の電気機器の
取扱いについて

「災害廃棄物に混入しているPCB廃棄物の取扱いについて」を改
定し、「津波被災地域における災害廃棄物中のトランス等の電気
機器について取り纏めたもの
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日付 題名 概要

12 3月28日
東北地方太平洋沖地震の被災地
におけるアスベスト大気濃度調査
について

被災した地方自治体の要請に応じてアスベスト大気濃度調査における
試料捕集又は分析の協力が可能な地方公共団体に協力依頼をしたも
の

13 3月30日
被災したパソコンの処理につい
て

被災したパソコンの処理について、処理方法を取り纏めたもの

14 3月30日
津波被災地域における災害廃棄
物中の感染性廃棄物の取扱いに
ついて

災害廃棄物に混入している感染性廃棄物の収集と保管について取
り纏めたもの

15 3月31日

「東北地方太平洋沖地震におけ
る損壊家屋等の撤去等に関する
指針」において「追って指針を
示す」とした部分の扱いについ
て

「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指
針」において「追って指針を示す」とした部分について、外形上
から判断してその効用をなさない状態にあると認められる自動車
及び船舶の処理の状況等を見つつ検討し、被災地における自動車
及び船舶の取扱いに支障が生じないよう、必要な時点で示してい
きたいとしたもの

16 4月4日
災害廃棄物処理事務の委託に関
する規約例について

県が市町村に変わって災害廃棄物の処理を行う事務委託を行う場
合の規約例を作成したもの

17 4月4日
災害に乗じた違法な廃棄物処理
の防止について

被災地の住民が廃棄物処理をめぐるトラブルに巻き込まれること
や、廃棄物の不法投棄等を防ぐ観点から、警察等関係機関と連携
しつつ、住民に対する啓発や違法業者に対して厳正に対処する等
により、災害に乗じた違法な廃棄物処理の防止に努めるために取
り纏めたもの

18 4月5日

東日本大震災の被災地における
アスベストに関する正しい知識の
普及啓発と使い捨て式マスクの
無料配布について

被災した住民等へのアスベストを含む粉じんのばく露防止と被災した
住民等が有する不安への対応のより一層の徹底を図るため、対応を
お願いしたもの

19 4月7日

緊急的な海洋投入処分に関する
告示（海洋汚染等及び海上災害
の防止に関する法律第十条第二
項第六号の規定に基づき環境大
臣が指定する廃棄物並びに排出
海域及び排出方法に関し環境大
臣が定める基準）

宮城県内で冷凍保存等されていた水産加工用の水産物が腐敗し、こ
のうち約35,000トンについて陸上処分が非常に困難であり、海洋投入
処分を行いたい旨の要望を受けて、指定された条件の下での緊急的
な海洋投入を可能とする告示を公布したもの

20 4月8日
東日本大震災に係る災害廃棄物
処理事業の取扱いに関するＱ＆
Ａ

災害廃棄物(がれき、自動車、船舶等）処理事業の対象について、Q/A
形式で回答をまとめたもの

21 4月8日
アスベスト大気濃度調査に係る予
備調査の実施について

被災地におけるアスベスト大気濃度調査のための予備調査を実施す
ることを知らせたもの
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日付 題名 概要

22 4月8日

被災地におけるアスベスト大気濃
度調査の情報共有の依頼及び実
施協力の申出があった地方公共
団体、測定事業者等の情報提供
について

被災した地方自治体において、自ら又は外部の協力を得てアスベスト
大気濃度調査を計画・予定又は実施する場合には、情報提供していた
だくようお願いしたもの

23 4月12日
災害廃棄物の処理技術に関する
実務的支援について

仮置き場の設置、保管の方法等、災害廃棄物の処理に関する個別事
業の実施の際に発生する問題について、、(財)産業廃棄物処理事業
振興財団及び(財)日本環境衛生センターに具体的な処理業務に関す
る助言チームを作り、県、市町村に対し実務的、技術的な支援を行え
る体制を整えた旨通知したもの

24 4月13日
「東日本大震災に係る災害廃棄
物処理事業の取扱いに関するＱ
＆Ａ（その２）」

東日本大震災に係る災害廃棄物処理事業の補助の対象について
Q&A形式で回答をまとめたもの

25 4月18日

特定非常災害の被害者の権利利
益の保全等を図るための特別措
置に関する法律第3条の規定によ
る行政上の権利利益に係る満了
日の延長に関する措置の適用に
ついて

特定非常災害発生日以降に有効期間が満了するものであって、災害
救助法が適用された市町村の区域内において当該許可に係る業を行
う者に係るものについて、当該許可の有効期間の満了日を平成23年8
月31日まで延長することとした。

26 4月21日
東日本大震災により被災した船
舶の処理に関するガイドライン
（暫定版）について

地方公共団体において、被災した船舶の処理を進める際に必要と
なる、被災船舶に係る効用の有無の判断、所有者情報の問い合わ
せ、運搬方法、処理等に関する知見をまとめたもの。

27 4月22日
東日本大震災に係る災害廃棄物
処理事業の補助対象の拡充（諸
経費、事務費）について

東日本大震災に係る災害廃棄物処理事業の補助対象について、ご
み処理事業に係る諸経費やごみ処理事業に直接必要な事務に要す
る経費の扱いをまとめたもの。

28 4月22日
東日本大震災に係る被災自動車
の取扱いに関するQ&A

被災自動車について、一時保管場所へ移動した後、所有者の意思
確認を行うために必要な保管の期間について周知したもの。

29 4月25日
災害廃棄物の処理に係る留意事
項について

がれき類と木くず類に選別する効果的な方法としての浮沈分離法
の活用、作業員、ボランティアの安全の確保のための対応、廃棄
物から塩分を除去する方法について情報提供を行ったもの。

30 4月27日
東日本大震災による番号不明被
災自動車の引き渡し時における
取扱いについて

番号不明被災自動車を引取業者に引き渡す際、再資源化預託金等相
当額を負担する必要はないとしたもの。

31 4月30日
東日本大震災に係る災害廃棄物
の処理の促進について（依頼）

当面8月を目途に、生活環境に支障が生じる災害廃棄物を撤去し、生
活環境に支障のない場所に移動すべく通知したもの。
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日付 題名 概要

32 5月2日
災害等廃棄物処理事業費の国庫
補助について

災害等廃棄物処理事業費国庫補助金交付要綱の一部が改正され、
平成23年3月11日発生の東日本大震災に係る災害等廃棄物処理事業
から適用することとされた旨通知したもの。

33 5月2日
東日本大震災に係る災害等廃棄
物処理事業の実施について

東日本大震災に係る標記事業の実施にあたり、東日本大震災に係る
災害等廃棄物処理事業実施要領を定めた旨通知したもの。

34 5月2日
東日本大震災に係る災害等廃棄
物処理事業の取扱いについて

東日本大震災に係る災害等廃棄物処理事業の取扱いについては、
「東日本大震災に係る災害等廃棄物処理事業の実施について」による
ほか、「東日本大震災に係る災害等廃棄物処理事業の取扱いについ
て」によることとしたもの。

35 5月6日
東日本大震災に係る災害等廃棄
物処理事業の適正な執行につい
て

事業の実施主体である市町村等において、災害等廃棄物処理事業の
適切な執行がなされるよう通知したもの。

36 5月9日

東日本大震災により特に必要と
なっあ一般廃棄物の処理を行う
場合に係る廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行規則第12条
の７の16に規定する環境省令で
定める一般廃棄物の特例に関す
る省令

東日本大震災により大量に発生したコンクリートくず等の災害廃棄物
をより迅速かつ円滑に処理すべく、手続きを簡素化し、届出で足りるこ
ととしたもの。

37 5月10日
被災した業務用冷凍空調機器の
フロン類対策について

業務用冷凍空調機器を処理する際には、環境保全の観点から、当該
機器に残存しているフロン類の回収・破壊等についもあわせて行うこと
が適切であることから、県下のフロン回収等推進協議会等の関係者と
十分に連携を図りつつ、フロンの処理をできる限り推進するよう通知し
たもの。

38 5月10日
仮置場における火災発生の防止
について

仙台市における仮置場で火災が起こったことを受け、仮置場での火災
発生の防止について通知したもの。
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